
平成 27 年 10 月 8 日 

報道関係者各位 

Shinjuku Share Lounge 2015 実行委員会 

（代表：一般社団法人 新宿副都心エリア環境改善委員会） 

新宿区内で初めて国家戦略道路占用事業の認定を取得 

『Shinjuku
シ ン ジ ュ ク

 Share
シ ェ ア

 Lounge
ラ ウ ン ジ

 2015』開催 
～「すわる新宿計画」はじまる～ 

 

Shinjuku Share Lounge 2015 実行委員会（代表：一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員会）は、

2015 年 10 月 22 日（木）～30 日（金）の期間、国家戦略道路占用事業の区域として認定された新宿副

都心中央通りで、歩道空間を活かした新たな賑わいの創出と空間活用拡大の社会実験として、“「すわる

新宿計画」はじまる”のコンセプトのもと『Shinjuku Share Lounge 2015』を実施します。 

期間中は、新宿副都心ビル群の就業者（約 20 万人）と来街者に向け、新宿副都心中央通りにキッチン

カーによる飲食が楽しめるオープンラウンジの賑わい空間が出現します。オフィスワーカーをはじめ、

観光客や来街者が腰をおろしたり、座れる場所を探したり、いつもの街でいつもとは違う時間をお楽し

みいただけます。なお、周辺の超高層ビル群でもイベントが開催され、新宿副都心中央通り全体を盛り

上げます。同時期、新宿通り他、新宿駅周辺ではファッションとパフォーマンス等の祭典「新宿芸術天

国 2015 」が連携して開催されます（期間 10 月 23 日～24 日）。 

【Shinjuku Share Lounge 2015 概要】 

期間 2015 年 10 月 22 日（木）～30 日（金）、各日 11:00～22:00 

場所 新宿副都心中央通り周辺（新宿センタービル・工学院大学～新宿中央公園） 

 

 

 

 

 

 

 

内容 歩道空間でのキッチンカーによる飲食販売（ランチ・ナイトの店舗入れ替え 2 部制。

1 日 15～20 店舗程度を予定）その他、各ビルでもイベントを実施しております。 

主催 Shinjuku Share Lounge 2015 実行委員会 

（代表：一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員会） 

特別協賛 住友不動産株式会社、キリンビールマーケティング株式会社、小田急電鉄株式会社、

京王電鉄株式会社、大成建設株式会社、東京建物株式会社、三井不動産株式会社 

協賛 株式会社新都市ライフ、学校法人東京医科大学、東京ガス株式会社、野村不動産株

式会社、独立行政法人都市再生機構 

協力 一般社団法人新宿観光振興協会、新宿中央公園パークアップ共同体 

後援 新宿区 

※イベントの内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。ご了承ください。 

※本リリース及び添付の資料の掲載に当たり、画像等をご利用の際はお問合せください。 

［本件に関する問合せ先］ 

（一社）新宿副都心エリア環境改善委員会事務局（大成建設（株）内） TEL：03-5381-5126 

（イメージ）



【参考】一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員会について 

 

一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員会は、都市を取り巻く環境が大きく変化する

中で、西新宿地区全体での取り組みによる課題解決や都市間競争力の向上を目指し、民間企

業十数社で 2010 年 6 月に任意団体として発足致しました。発足以降、2011 年 12 月のア

ジアヘッドクォーター特区指定に伴う地域協議会への参画、2012 年 6 月の環境改善プロジ

ェクト第 1 弾・面的無線 LAN 事業の開始等、積極的に活動を重ねて参りました。また、官

民連携によるまちづくりの推進のため、新宿区と共に西新宿懇談会を立上げ、2014 年 3 月

に「西新宿地区まちづくり指針」を策定致しました。 

2014 年 4 月には、まちづくりの担い手として公的な位置付けを得るべく、法人格（一般

社団法人）を取得致しました。2014年10月の東京圏国家戦略特別区域会議構成員への選定、

2015 年 3 月の都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人の指定、東京都しゃれた街並

みづくり推進条例に基づくまちづくり団体登録等により、官民オープンスペースの一体的な

活用に向けた取り組みを進めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜構成＞ 

理事長 伊藤滋（早稲田大学特命教授） 

構成社員 15 社：小田急電鉄、京王電鉄、工学院大学、新都市ライフ、住友不動産、損害

保険ジャパン日本興亜、大成建設、東京医科大学、東京ガス、東京ガス

エンジニアリングソリューションズ、東京建物、都市再生機構、日本生

命保険、野村不動産、三井不動産（略称、五十音順） 



【参考】国家戦略道路占用事業について 

 

2015 年 6 月 29 日認定の「東京圏国家戦略特別区域計画」において、以下のように位置付

けられました。（一部抜粋） 

（３）名称：国家戦略道路占用事業 

内容：エリアマネジメントに係る道路法の特例（国家戦略特別区域法第 17 条に規定する

国家戦略道路占用事業） 

国家戦略特別区域法上の国家戦略道路占用事業を実施する以下の各地域団体が、それ

ぞれの公道を活用したイベントの開催時におけるカフェ、ベンチ等の設置等により、都

心型ＭＩＣＥ及び都市観光の推進等を図る。 

 

② 一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員会 

・東京都道新宿副都心四号線・十二号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】今後のエリアマネジメントの展開について 

 

 西新宿地区まちづくり指針では当地区の将来像として「生活産業創発都心」の形成を掲

げ、産業創発の仕掛けとしての「都市のショールーム」を官民オープンスペースで展開さ

せることで、西新宿の競争力強化を目標としています。 

 今回の Shinjuku Share Lounge 2015 では、実証実験の第一弾として道路空間の活用や街

区間の機能連携による効果を検証します。今回の実証実験による効果を踏まえ、来年度以

降道路上や公開空地上への仮設建築物を設置する等、多様な使われ方を進めていきます。

また、官民オープンスペースの一体的なマネジメントを目的として、道路管理者等と協議

しながら民間による公的空間の一括管理を目指します。 

 将来的には、民間ビルにおける多様な用途の導入や、低層部・公開空地の増改築の推進

と合わせて、新しい都市空間とライフスタイルが展開される「都市のショールーム」を実

現させ、西新宿のブランド力向上を図ります。 

（適用区域（内閣府地方創生推進室 HP より））






